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議案第83号 令和元年度津幡町一般会計補正予算（第６号） 12月11日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第84号 
令和元年度津幡町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号） 
12月11日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第85号 
令和元年度（平成31年度）津幡町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号） 
12月11日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第86号 
令和元年度津幡町介護保険特別会計補正予算（第３

号） 
12月11日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第87号 
津幡町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例について 
12月11日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第88号 
津幡町常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例について 
12月11日 原案可決 賛成14反対１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第89号 
津幡町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例について 
12月11日 原案可決 賛成14反対１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第90号 
非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部

を改正する条例について 
12月11日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第91号 
消費税法等の一部改正等に伴う関係条例の整理に関

する条例について 
12月11日 原案可決 賛成14反対１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第92号 
津幡町営バスの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例について 
12月11日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第93号 河北郡市広域事務組合規約の変更について 12月11日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第94号 津幡町印鑑条例の一部を改正する条例について 12月11日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第95号 
津幡町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改

正する条例について 
12月11日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議案第96号 
津幡町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について 
12月11日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

請願第９号 
令和元年台風19号等からの復旧・復興に向けた対策を

求める意見書の提出を求める請願 
12月11日 採  択 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

請願第10号 
「あおり運転」に対する厳罰化とさらなる対策の強化

を求める意見書の提出を求める請願 
12月11日 採  択 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

諮問第２号 
人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めること

について 
12月11日 

諮問のと 

おり答申 
全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議会議案第７号 
令和元年台風19号等からの復旧・復興に向けた対策を

求める意見書 
12月11日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

議会議案第８号 
あおり運転に対する厳罰化とさらなる対策の強化を

求める意見書 
12月11日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

※ 賛否は、賛成は「○」、反対は「×」、議場に不在（棄権）は「退」、欠席は「欠」、除斥は「除」、裁決に加わらない議長は「－」で表示しています。 
（注）除斥とは、議会の審議における審議の公正を期するため、審議事件と一定の利害関係を有するため審議に参加することができない議員です。 


